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[ 午前１０時００分開会 ] 

 

○議長（佐藤昇市）  皆さん、おはようございます。 

 議会招集に足をお運びいただきまして、大変ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１２名全員です。定足数に達しておりますので、ただいまから平

成２９年第１回南那須地区広域行政事務組合議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

 これより議事日程に基づき議事に入ります。 

                                         

 

   ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。本件については、

会議規則第１１８条の規定により、議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に、 

          ８番 石川和美議員 

          ９番 岩村文郎議員の２名を指名いたします。 

                                         

 

   ◎日程第２ 会期の決定 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日１日としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 
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   ◎日程第３（議案第１号）南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第３（議案第１号）南那須地区広域行政事務組合職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま上程となりました議案第１号 南那須地区広域行政事

務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について、提案理由の説明

を申し上げます。 

 本案は、人事院勧告による、国家公務員は原則として全ての職員を対象にフレックスタ

イム制を拡大する改正を受けまして、当組合におきましても週休日及び勤務時間の割り振

りの改正を行うものであります。 

 また、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部改正を提案するもので

ございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、何とぞ慎重御審議をいただきまし

て、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  それでは、補足説明を申し上げます。 

 議案書１ページを御覧ください。第３条第３項でございますが、職員の申告を考慮し、

公務の運営の支障がない範囲で始業及び終業の時間を変更し、勤務時間を割り振ることが

できる規定を追加したものでございます。第４項では、子の養育又は配偶者、父母、子、

配偶者の父母等の介護を要する職員の勤務について、公務の運営に支障がない範囲で、週

休日並びに始業及び終業の時刻を変更し、勤務時間を割り振ることができる規定を追加し

ました。 

 次に、３ページの第５条では、週休日の振替等について、介護により割り振られた週休

日についても適用するように条項を追加したものでございます。 
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 第８条においては、育児短時間勤務職員の時間外勤務命令においては、公務の運営に著

しい支障が生ずると認められる場合に限ることを追加したものであります。 

 ４ページ、同条の２で、本条における適用職員から除外される者を規定したものでござ

います。 

 同条の３では、３歳未満の子や小学校就学前の子である職員の深夜勤務及び時間外勤務

の制限規定を、要介護者を扶養する職員に読み替えて適用するものであります。 

 同条の４は、文言の整理並びに適用条項の追加をしました。 

 次に６ページ、第１１条では、休暇の種類に介護時間を加える改正で、７ページの第１

５条は、介護休暇の取得可能期間である通算６か月を超えない範囲で、３回まで分割して

取得できるよう改正するものでございます。 

 次に８ページ、第１５条の２では、介護休暇とは別に、連続する３年の期間内におきま

して、介護のために１日につき２時間の範囲内で勤務しないことができることとし、給与

条例に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額するものでございます。 

 次に第１６条、１７条では、介護時間を加える改正を追加しました。 

 ９ページを御覧になってください。第１９条では、非常勤職員の勤務時間、休暇等につ

いては、その職務の性質性を考慮して任命権者が定めることを規定しました。 

 別表第１、第１４条関係につきましても、対象となる範囲に、特別養子縁組の監護期間

中の子、及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるものであります。 

 １１ページ、附則第１項で平成２９年４月１日から施行することとし、第２項で早出遅

出勤務の請求に係る経過措置を規定しました。第３項では、条例改正施行日以前に承認を

受けた介護休暇は、６か月以内であれば施行日をまたぐことができる経過措置の規定であ

ります。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  お伺いいたします。１９条の中からお伺いしたいと思うんですが、

これは非常勤職員の勤務時間、休暇等についてを定めた条例なんですが、そのうちの非常

勤職員の勤務時間とか休暇についてですが、実際に非常勤職員というのは何人いるのか、

職種とか、どんな仕事をさせているのかについてお伺いしたいと思います。それと、非常

勤職員に対しての休暇等については任命権者が定めるということになっておりますが、非
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常勤職員に有給休暇の必要性があるのかどうか、これについてまずお伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  お答えします。 

 この条例改正につきましては、非常勤職員は、地方公務員法の第１７条の正規職員の補

助的業務を行う職員ということになっておりますので、当組合には現在のところ、非常勤

職員に該当する職員はおりません。国は非常勤職員を正規職員と同じような待遇にしてい

くための法改正をするものでございます。例えば非常勤職員というのがどういう職員かと

いいますと、正規職員が育児休暇、介護休暇をとるときの代替の職員という扱いで採用さ

れる職員を非常勤職員と市のほうでは考えておりまして、現在組合としては、１９条に当

たる非常勤職員という方はおりません。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  そうしますと、当組合には非常勤職員、こういった条例は今回整

備したものの、これに該当するような職員は現在のところいないと理解してよろしいわけ

だね。 

 私、もう一件のところは、条例改正の中でお伺いしようとしたのは、前もって連絡しな

くて申しわけない。これは１０ページの下に、職員の夏季休暇についてあります。今まで

は３日であったものが、今度は６日に倍増したわけですね。那須烏山市の職員も大体今ま

で夏季休暇というのは消化をしているようなんですが、私は危惧しているのは、今、年次

休暇は有給休暇２０日をとることができますよね。そういう中で、６日になったわけなん

ですが、組合職員の有給休暇、今までの２０日間の取得状況というのはおわかりですか。

大体２０日間というのは消化されているのかどうか、それについてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  現在２０日間の有給休暇が与えられているわけですけれども、
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現在この場には細かい資料がありませんので、後日議員のほうに渡したいと思いますが、

２０日間全部消化できる人はいないと思います。 

 以上です。 

 

○５番（中山五男）  了解しました。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかにありませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑はないようですので、質疑なしと認めます。これで質

疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

の一部改正については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第１号 南那須地区広域行政

事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については、原案のとお

り可決いたしました。 

                                         

 

   ◎日程第４（議案第２号）南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する

条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第４（議案第２号）南那須地区広域行政事務組合職員の育児
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休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま上程となりました議案第２号 南那須地区広域行政事

務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業等に係る職員が

養育する子の範囲拡大を行う改正でございます。 

 詳細につきましては、総務課長に説明をさせますので、何とぞ慎重御審議をいただきな

がら、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  それでは、補足説明を申し上げます。 

 議案書１ページを御覧になってください。第２条の改正でございますが、地方公務員の

育児休業等に関する法律の改正により、育児休業をできない職員について、非常勤職員の

子が１歳６か月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ契約の更新が明らかでない

者と変更し、取得条件を緩和する改正でございます。 

 次に２ページを御覧ください。第２条の第２項でございますが、育児休業法の条例で定

める者として、児童福祉法の規定により里親である職員に委託されている児童であって、

当該職員が養子縁組によって里親となることを希望している者を追加しております。 

 次に３ページをお開きください。第３条の第１項第１号で、育児休業をしている職員が、

次の子の産前産後休暇を取得した後、死亡等による育児休業の取扱いについて号分けをし、

条文を整理したものであります。 

 次に４ページですが、同項第２号で、育児休業をしている職員が次の子の育児休業を取

得した後の育児休業の取扱いについて新たに条文を設けたため、同項第２号から第７号ま

でを１号繰り下げたものであります。 

 第１０条では、育児短時間勤務の承認を得た職員が、次の子の産前産後休暇を取得した

後、死亡等による育児短時間勤務の取扱いを号分けし、条文を整理したものであります。
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５ページですが、これにより第２号から第６号までを各１号繰り下げたものであります。 

 第１１条は、勤務の形態の中に育児短時間勤務者を追加したものでございます。 

 ６ページ、第２１条は、部分休業の承認に介護時間を加えたための改正でございます。 

 ７ページ、同条第３項で、非常勤職員の部分休業の承認に介護時間を加える改正をする

ものでございます。 

 附則としまして、平成２９年４月１日から施行するものであります。 

 以上、補足説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議案第２号 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第２号 南那須地区広域行政

事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決いたし

ました。 

                                         

 

   ◎日程第５（議案第３号）南那須地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関

する条例の一部改正について 
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○議長（佐藤昇市）  日程第５（議案第３号）南那須地区広域行政事務組合職員の配偶

者同行休業に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま上程となりました議案第３号 南那須地区広域行政事

務組合職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上

げます。 

 本案は、人事院規則において職員の配偶者同行休業の一部改正が公布及び施行されたこ

とによる一部改正でございます。 

 詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまして、

可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  それでは、補足説明を申し上げます。 

 職員の配偶者同行休業の延長を申請・取得し、さらに延長期間が満了する日以降も外国

での勤務が引き続くこととなった場合に、再度の休業期間の延長を可能とする規定を加え

るものでございます。 

 なお、配偶者同行休業の最長期間３年は従来どおり変わりはありません。 

 以上で補足説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議案第３号 南那須地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改

正については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第３号 南那須地区広域行政

事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決い

たしました。 

                                         

 

   ◎日程第６（議案第４号）南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第６（議案第４号）南那須地区広域行政事務組合技能労務職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま上程となりました議案第４号 南那須地区広域行政事

務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案は、平成２８年８月の人事院勧告を受け、部分休業の記載にある「子」の範囲を拡

大する改正であります。 

 詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまし

て、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 
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○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  補足説明を申し上げます。 

 議案書１ページを御覧になってください。第１６条の改正でございますが、昨年８月の

人事院勧告に伴う子の範囲を拡大する改正でございます。 

 職員が民法の規定による特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者、児童福祉法の規

定により里親である職員に委託されている児童であって、当該職員が養子縁組によって里

親となることを希望している者についても当該子の範囲に含むこととする改正、並びに介

護休暇を請求できる期間を一つの要介護状態ごとに連続する６か月の期間内とされていた

ものを３回まで分割できるように変更する、また、介護のために１日の勤務時間の一部を

勤務しないことを承認することができるようにする改正でございます。 

 以上、補足説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  この中で言われる技能労務職員というのは、当組合では何人ぐら

いいるのでしょうか。具体的にどのような作業をされているのか、このことについてお伺

いします。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  お答えします。当組合で技能労務職員は、現在那須南病院の病

院看護助手、１５名おります。職務内容は看護師の助手、補助業務という仕事をしていた

だいております。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  ５番、中山議員。 

 

○５番（中山五男）  そうしますと、病院勤務の１５名以外はないということですね。

了解いたしました。 
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○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議案第４号 南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第４号 南那須地区広域行政

事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、原案の

とおり可決いたしました。 

                                         

 

   ◎日程第７（議案第５号）南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の

一部改正について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第７（議案第５号）南那須地区広域行政事務組合職員の給与

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 
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○組合長（大谷範雄）  ただいま上程となりました議案第５号 南那須地区広域行政事

務組合職員の給与に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、平成２８年８月の人事院勧告に基づき、医師の初任給調整手当を引き上げるほ

か、医療職給料表（三）看護職の使用級について５級から６級へ改正するものでございま

す。 

 詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただきまし

て、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  補足説明を申し上げます。 

 議案書１ページを御覧になってください。第７条の改正でございますが、昨年８月の人

事院勧告に伴う国の医療職に適用される初任給調整手当の引き上げに準じまして、月額３

６万７,６００円を超えない範囲の額を支給するとしていたものを、月額３６万８,０００

円を超えない範囲に引き上げるものでございます。 

 次に、２ページから６ページまで、医療職給料表（三）看護職の給料表でございますが、

現在は５級で運用しておりますが、給与水準が国や栃木県内の公立病院と比べまして低い

状況にあります。那須南病院の看護師の人材確保並びに看護職員の勤務意欲向上の観点か

ら、６級に改めるものであります。 

 また、７ページの別表第４で、看護部長は６級適用とする改正を行うものでございます。 

 附則としまして、給料表が平成２９年４月１日から、初任給調整手当は平成２８年４月

１日から適用することを規定したものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長（佐藤昇市）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  第７条の初任給の手当ですが、３６万８,０００円のことについて

なんですが、これから審議する予算書を見ますと、その中に医師の初任給は２４万５,２０

０円とあります。これが初任給ですね。それに対して、この３６万８,０００円を初めから

加算している。３５年間のうちにこの３６万８,０００円の初任給手当を年々獲得してくる
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と、そのように理解してよろしいんですか。この辺のところが理解できなかったものです

から。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  お答えします。初任給調整手当の額ですけれども、医師に対し

て支給される手当でありまして、当病院が人事院規則で定められている第２種の少人口市

町村というところに指定されておりますので、対象期間は３５年間で、今回改正で４００

円増えましたが、３６万８,０００円が最高額で、それを超えない範囲で、それによって支

給するというものが初任給調整手当になっております。 

 以上です。 

 

○５番（中山五男）  わかりました。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決をいたします。 

 議案第５号 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第５号 南那須地区広域行政
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事務組合職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決いたしました。 

                                         

 

   ◎日程第８（議案第６号）平成２８年度南那須地区広域行政事務組合一般会計補正

予算（第２号）の議決について 

   ◎日程第９（議案第７号）平成２８年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額の

変更について 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第８（議案第６号）平成２８年度南那須地区広域行政事務組

合一般会計補正予算（第２号）の議決について、及び日程第９（議案第７号）平成２８年

度南那須地区広域行政事務組合負担金の額の変更についての２議案は関連がありますので、

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま一括上程となりました議案第６号 平成２８年度南那

須地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の議決について、及び議案第７号 平

成２８年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額の変更について、提案理由の説明を申

し上げます。 

 まず議案第６号につきまして、概要を申し上げます。今回の補正予算は歳入歳出それぞ

れ３,２３９万９,０００円を減額いたしまして、予算総額２２億９,４０６万円とするもの

でございます。 

 歳入の主なものについて説明を申し上げます。 

 分担金及び負担金においては、地方交付税算入額の確定並びに消防庁舎整備事業費の確

定による精査で、全体として増額となっております。 

 県支出金については、県補助金算定方法の変更により減額といたしました。 

 繰入金につきましては、財源等の精査により財政調整基金繰入金を減額といたしました。 

 組合債につきましては、消防施設整備事業費の確定により、２,９５０万円を皆減するも

のでございます。 

 次に、歳出について説明を申し上げます。総務費では、人事院勧告に準じた組合職員給
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与の改定や共済費追加費用率の変更、委託費などの事業の精査により減額となっておりま

す。 

 衛生費では、病院事業整備基金や保健衛生センター施設整備基金への積立金の増額、し

尿処理施設やごみ処理施設の施設維持管理費用の減額などにより、全体で増額となってお

ります。 

 消防費では高規格救急車が車両本体の寄贈を受けたことによる事業費の減額や、消防庁

舎施設整備事業の確定による減額で、全体として３,５４１万８,０００円の減額となって

おります。 

 次に、議案第７号につきまして概要を申し上げます。 

 負担金の額の変更につきましては、補正予算でも御説明をさせていただきましたが、地

方交付税算入額の確定及び事業費の精査に伴いまして、負担金の額を変更するものでござ

います。組合規約第１３条第２項の規定により、議決をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては管理課長に説明をさせますので、何とぞ慎重審議をいただき

まして、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明といたしま

す。 

 

○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  それでは初めに、議案第６号一般会計補正予算（第２号）に

ついて御説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、

３,２３９万９,０００円を減額し、予算総額を２２億９,４０６万円とする内容でございま

す。 

 ３ページを御覧願います。第２表、地方債補正は、高規格救急車の整備を目的に、当初

予算に２,９５０万円を計上しましたが、車両本体の寄贈を受けたことにより、この事業が

起債対象の対象外となってしまったため、廃止とするものでございます。 

 続きまして、５ページをお開き願います。事項別明細書に従いまして、歳入から説明さ

せていただきます。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金ですが、２目の衛生費負担金では那須烏山市に算入

されます地方交付税の広域行政分が確定したことから、１節保健衛生費負担金において病

院費負担金を７２６万７,０００円増額し、斎場費負担金については３１万２,０００円を

減額しております。 
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 ２節清掃費負担金につきましては、し尿処理負担金及びごみ処理負担金と同様で、地方

交付税の確定により７万３,０００円を増額しております。 

 ３目消防費負担金ですが、これも地方交付税の確定に伴い１９万４,０００円の増額、消

防庁舎施設整備費負担金を精査いたしまして、６３４万５,０００円を減額するものでござ

います。 

 ３款県支出金、１項県補助金につきましては、病院群輪番制病院運営等事業補助金の精

査によりまして、１４０万７,０００円を減額するものでございます。 

 次の４款財産収入、１項財産運用収入は、財政調整基金など４つの基金の利子収入とな

りまして、利率の確定により２１万８,０００円を増額しております。 

 ６款繰入金、１項基金繰入金ですが、財政調整基金からの繰り入れについて財源等を精

査し、２２０万３,０００円を減額するものでございます。 

 ８款諸収入、１項雑入では、２目の弁償金として原子力発電所事故賠償金の額の確定に

より、２６１万６,０００円を計上しております。３目の雑入は、資源物等の売払単価の低

下、また、売却量の減少によりまして３００万円を減額するものでございます。 

 ９款組合債、１項組合債では、日本損害保険協会から高規格救急車の車体の本体寄贈に

よりまして、消防施設整備事業が起債対象外となったことから２,９５０万円を減額するも

のです。 

 続きまして、歳出について説明いたしますので、７ページを御覧願います。 

 ２款総務費、１項総務管理費ですが、１目の一般管理費は人事院勧告に準じた給与の改

正及び職員数の変更による人件費の精査であり、２１０万円を減額いたしました。２目財

政管理費では公会計システム改修費用が減じたのと財政調整基金への積立金の増額により

まして、６１万９,０００円を減額しております。 

 次の３款衛生費、１項保健衛生費では、１目の保健衛生総務費において病院事業整備基

金への積立金５８７万３,０００円を措置してございます。２項清掃費になりますが、１目

の清掃総務費では人件費を精査したほか、保健衛生センター施設整備基金の積み立てを行

い、１,６９７万円を増額しております。 

 ２目し尿処理費では、施設運転維持管理委託費、定期改修工事請負費の入札により５３

４万円を減額しております。 

 ３目のごみ処理費においては、人件費を精査したほか、電気購入単価の低下及び定期改

修工事の入札により、９３３万４,０００円を減額しました。 

 ８ページを御覧願います。 

 ４目の一般廃棄物処理施設整備費では、人件費の精査及び一般廃棄物処理施設整備基金
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の利子相当分を積み立てることで２６万９,０００円の増額としております。 

 ５目の敦賀市民間最終処分場対策費では、訴訟事務委託料等の精査により、２７０万円

を減額しました。 

 次に、４款消防費、１項消防費になりますが、１目の消防総務費においては人件費、消

耗品費の精査及び消防通信施設負担金の減によりまして、１,５２０万円を減額しておりま

す。 

 ２目の消防施設整備費につきましては、先ほども触れましたように、高規格救急車の車

体の寄贈及び入札によりまして、１,３８７万３,０００円の減額としております。 

 ３目の消防庁舎整備費では、小川分署と馬頭分署救助訓練塔の解体工事が終了したこと

による精査でありまして、６３４万５,０００円を減額しております。 

 ９ページから１２ページにつきましては給与費明細書でございまして、１３ページは地

方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み

に関する調書でございますので、御高覧をお願いいたします。 

 以上が、議案第６号平成２８年度一般会計補正予算（第２号）の説明となります。 

 続きまして、議案第７号負担金の額の変更について御説明申し上げます。 

 今回の変更は、議案第６号で御説明申し上げました補正内容に対応するもので、主には

地方交付税算入額の確定に伴う清算及び事業費の清算によるものとなります。最終的な

市・町の負担額は那須烏山市が７２２万２,０００円増額の１４億５,８３６万２,０００円、

那珂川町は６３４万５,０００円減額の７億３,６３０万６,０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。なお、質疑に当たっては関連するページ数をお示しください

ますようお願い申し上げます。 

 ６番、大金市美議員。 

 

○６番（大金市美）  ６番、大金です。議案第６号の６ページ、消防債なんですけれど

も、ポンプ車か何か、日本損害保険協会からの寄贈なんですか。だとするならば、これが

県内で何台ぐらいあるのか、あるいは定期的に寄贈されているのかどうか、その１点だけ。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防長。 
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○消防長（西宮一美）  今回、那珂川町に救急車が寄贈があったというのは、これは全

国で５台ということで、そのほか、１７年ぶりということと、詳細については後ほど調べ

てから、県内の台数については御報告したいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  ６番、大金議員。 

 

○６番（大金市美）  大変喜ばしいことだと思います。それだけです。ポンプ車じゃな

くて救急車か。 

 

○議長（佐藤昇市）  ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  ５番、中山五男。６点ほど質問申し上げます。 

 まず、６ページの諸収入の雑入なんですが、原子力発電所事故賠償金、これは当初予算

で１,０００円だったものが２６１万６,０００円追加になるわけなんですが、これは２９

年度予算でも２６３万６,０００円ほど計上しているんですが、もう事故以来６年も経過し

たわけなんですが、いつまで続く見込みなのか、これについてまず意見をお伺いしたいと

思います。 

 それとすぐ下側の欄なんですが、資源物の売払収入が、当初は１,５８０万６,０００円

ほどとっておりましたが、そこから３００万円ほど減額、単価が下がった、さらに資源物

も減ったということから３００万円の減額になったそうなんですが、具体的に何がどのぐ

らい減ったのか、主だったところだけ御説明いただきたいと思います。 

 次に、７ページをお開きいただきたいと思います。７ページの３款１項１目、ここに病

院事業の整備基金が５８７万３,０００円ほどあります。これは今までの積み立てを続けて

おりまして、去年の決算額から今年の予算額、これまでの補正額を含めますと４,０００万

円を少々超えていますよね。今回の５８７万３,０００円を加えますと４,６３４万５,００

０円になるんじゃないかなと私は計算したんですが、この積立金は目標額を幾らにしてい

るのか、これについてお伺いしたいと思います。 

 次に、８ページなんですが、ここの３款２項３目のごみ処理の光熱水費が６００万円ほ

ど減額になりました。これは電気料の値下げによるという説明がありましたが、平成２７

年の決算も２,４６０万円ほどになっていましたね。これほど電気料が下がったんでしょう

か。この減額理由、もうちょっと説明をいただきたいと思います。 

 次に、このページの、先ほども大金議員から質問があったんですが、高規格救急車、１,
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３５６万２,０００円が減額になったんですが、私がお伺いしたいところは、何でこの南那

須広域消防に寄贈されたのか、寄贈された理由についてお伺いしたいと思います。 

 その下側の、消防庁舎の整備費なんですが、ここで小川分署の解体費、５６８万１,００

０円、減額になっていますね。これは当初予算を見ますと１,７００万円計上しておりまし

た。仮に１,７００万円の予算が正常な価格だとしますと、これは請負率が６６％までにな

ってしまっているんじゃないかと思います。６６％といったら、常識で言って、これは不

調に終わってしまうんじゃないかなという感じを持ったんですが、なぜこれほどの差が出

たのか、これについてお伺いします。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長（澤村雅彦）  保健衛生センター関係につきまして、３点ほど

御質問がございましたので、お答え申し上げたいと思います。 

 まず、原子力発電所事故賠償金ですが、これがいつまで続くかという御質問でございま

す。現在のところ、請求先の東京電力ホールディング株式会社に問い合わせをいたしまし

たが、期限は今のところ特に決めていないというところでございます。 

 続きまして、資源物の売払収入が３００万円ほど減額しているわけでございますが、主

なものを明示申し上げたいと思います。まず、新聞紙につきましては金額で約６６万７,０

００円ほど。理由につきましては、単価で０.５円、量につきましては、４,６２７キログ

ラムぐらい落ちております。次に、雑誌につきましては金額で１１２万２,０００円。単価

で０.７円、量につきましては８,２４７キログラムほど落ちております。次に、ペットボ

トルでございますが、約４７万円ほど。量が１万３,５４０キロほど落ちております。あと、

アルミプレスですが約６０万円、量が６,８８８キログラムほど、年間で落ちることで予定

しております。 

 最後の３点目でございますが、ごみ処理施設の光熱水費の件でございますが、減額の理

由につきましては、平成２８年度から電気の契約が日本ロジテック協同組合から東京電力

エネルギーパートナー株式会社に変更になりました。このことによりまして、電気の計量

日が変更になりまして、４月分の支払いが１日のみということになりましたことと、電気

料の中に燃料費の調整費があるわけなんですが、これが平成２７年度に比べまして下がっ

たことによる減ということで、お願いをしたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  ７ページのところにありました病院整備基金につく目標額に

ついての質問についてお答えします。こちらについて、積立目標額につきましては明確な

ものはございません。病院は、透析棟の建設、大規模改修などを中心に検討されておりま

すので、その一部になればと考えております。今回の積立財源につきましては、地方交付

税の清算分が主なものでございます。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防本部次長。 

 

○消防本部次長（吉住一男）  今のご質問でございますが、高規格救急車がどうして選

ばれたかということなんですけれども、２８年の１月下旬に総務省消防庁から寄贈救急車

要望調査というのがございました。それで、うちのほうも、今回、２８年度の予算、当然、

議会前ではございますが、予算措置をして、那珂川消防署の高規格救急車の更新を予定し

ていたところですが、その救急車について、１６万キロメートル以上走行している、また、

１７年度に更新したものですが、もう１２年ぐらい乗っている、いろいろ、救急救命士の

数とか、構成市町はどうなっていますか、管轄人口は何人ですかという要望調査書を実は

出したところです。それで、２８年の６月に決定されたというところで、その決定、ここ

にいろいろ必要とする理由を書き留めまして、その決定を待っていたというところで、先

ほど消防長が言ったように、寄贈元にあっては一般社団法人日本損害保険協会というとこ

ろが年度５台ということで寄贈することになっているところでございますが、そこに当た

ったというと言い方は悪いんですが、運よくだったというところでございます。 

 それと、小川分署解体工事の５６８万１,０００円の減額でございますが、当初予算額は

１,７００万円でございました。それで設計額が１,６５６万７,２００円で、契約額が１,

１３１万８,４００円ということで、先ほど議員がおっしゃったように６８.３２％の請負

率でございました。それで、那須烏山市のほうもやったんですが、解体工事にあっては最

低制限価格を設けないというところでございますので、あとは企業努力といいますか、そ

ういうところでこのような請負率になったというように思います。 

 以上です。 
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○５番（中山五男）  了解いたしました。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑はありませんか。 

 

〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 なお、採決は１件ごとに行います。 

 議案第６号 平成２８年度南那須地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の

議決については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第６号 平成２８年度南那須

地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の議決については、原案のとおり可決

いたしました。 

 続きまして、議案第７号 平成２８年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額の変更

については原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって議案第７号 平成２８年度南那須地

区広域行政事務組合負担金の額の変更については、原案のとおり決定、可決いたしました。 

 ここで暫時休憩します。再開を１１時５分といたします。 
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【休憩】（午前１０時５２分） 

【再開】（午前１１時０５分） 

                                         

 

   ◎日程第１０（議案第８号）平成２９年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予

算の議決について 

   ◎日程第１１（議案第９号）平成２９年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額

及び負担の方法について 

   ◎日程第１２（議案第１０号）平成２９年度南那須地区広域行政事務組合病院事業

会計予算の議決について 

 

○議長（佐藤昇市）  休憩前に引き続き、再開いたします。 

 日程第１０（議案第８号）平成２９年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議

決について、日程第１１（議案第９号）平成２９年度南那須地区広域行政事務組合負担金

の額及び負担の方法について、及び日程第１２（議案第１０号）平成２９年度南那須地区

広域行政事務組合病院事業会計予算の議決についての３議案は関連がありますので一括議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 大谷範雄 登壇 〕 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいま一括上程となりました議案第８号 平成２９年度南那

須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決について、議案第９号 平成２９年度南那須

地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法について及び議案第１０号 平成２９年

度南那須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の議決について、提案理由の説明を申し

上げます。 

 まず、議案第８号につきまして概要を申し上げます。我が国の経済はアベノミクスの取

り組みのもと、企業収益、雇用、所得環境が改善し、一部に弱さが見られるものの緩やか

な回復基調が見込まれている一方で、当組合におきましては構成市町とも依存財源の比率

は高く、依然として厳しい財政状況が見込まれております。これらのことから、平成２９

年度の予算編成に当たりましては財政状況を再認識いたしまして、事務事業全般について
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知恵と工夫をもって編成作業に取り組んだところでございます。 

 平成２９年度一般会計予算の総額、歳入歳出それぞれ２３億１,４００万円でございます。

前年度予算と比較しますと１００万円の増となっております。 

 主な歳入につき、申し上げます。 

 分担金及び負担金は、構成市町からの負担金でございまして、２１億９,４８２万１,０

００円で歳入総額の９４.８％を占めております。次いで、使用料及び手数料が３,４４２

万７,０００円で１.５％、繰入金が２,０００万円で０.９％となっております。 

 次に、歳出について説明を申し上げます。歳出総額、５３.４％を衛生費が占めておりま

して、その額は１２億３,４２６万１,０００円といたしております。病院事業への繰出金、

し尿処理、ごみ処理などの処分費用や施設の機械設備等の維持管理費用などを計上いたし

ております。消防費で７億９,８７６万４,０００円となりまして、歳出総額３４.５％を占

めております。消防庁舎整備事業が完了したことによりまして、前年度に対しまして１,９

５７万円、２.４％の減となっております。 

 以上が歳出の主なものでございますが、歳出全般にわたりまして、前年度に引き続き、

極力経常経費の削減に努めたところでございます。 

 次に、議案第９号につきまして概要を申し上げます。 

 平成２９年度の構成市町の負担金の額及び負担の方法について、組合規約第１３条第２

項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、議案第１０号につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 自治体病院は、その地域に不足している医療に積極的に取り組むとともに、地域の医療

機関や行政機関との連携を図りながら、公平・公正な医療を提供し、地域住民の健康の維

持・増進を図り、地域の発展に貢献することを使命といたしております。このため、那須

南病院におきましても、救急医療の確保、高度医療の推進及びへき地巡回診療等に積極的

に取り組み、地域住民が安心して医療を受けられる環境整備、並びに効率的な病院運営に、

日々努力をしているところでございます。 

 平成２９年度の予算でございますが、予算第２条に定めます業務の予定量は、年間患者

数を入院で４万８,９１０人、外来８万２９２人と見込み、その確保に全力を傾けてまいり

ます。 

 次に、予算第３条に定めます収益的収入及び支出の予算総額は、病院事業収益、病院事

業費用それぞれ２７億８,６６２万６,０００円とするものでございまして、前年度に比較

をしますと０.６％、１,６２７万３,０００円の増となっております。 

 予算第４条に定めます資本的収入及び支出は、資本的収入を１億５,１５６万１,０００
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円、資本的支出を２億５,６３９万円といたしまして、収支不足額につきましては過年度分

損益勘定留保資金で補塡することにいたしております。 

 以上、概略を申し上げましたが、那須南病院は本地域唯一の二次救急医療を担う病院群

輪番制病院でございます。本地域に欠くことのできない病院でありますことを十分に御理

解いただきまして、今後とも御支援のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 詳細につきましては、管理課長及び病院事務長に説明させますので、何とぞ慎重審議を

いただきまして、可決御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明と

いたします。 

 

○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  では初めに、議案第８号 平成２９年度一般会計当初予算の

詳細を説明いたします。当初予算書の６ページをお開き願います。 

 事項別明細書に従いまして、歳入から御説明申し上げます。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金ですが、１目の総務費負担金については、広域セン

ター事務局の人件費及び事務経費の負担金７,６４９万５,０００円を計上いたしておりま

す。 

 ２目衛生費負担金のうち、１節保健衛生費負担金につきましては、在宅当番医制調整費

負担金を、前年度同額の４０５万円を計上しております。 

 小児救急医療拠点病院運営費負担金は、取りまとめを行っている那須地区広域行政事務

組合からの指示をいただいている６１万３,０００円を措置いたしました。 

 病院費負担金ですが、医師確保対策に要する経費等が増額になったことにより、前年度

比７８８万８,０００円増額の５億４,１３４万５,０００円を計上いたしました。 

 斎場費負担金では、前年度比９９万８,０００円減額の８,１０８万５,０００円といたし

ております。 

 ２節清掃費負担金のうち、し尿処理費負担金では、平成２６年度借入債の元金償還が開

始したことや基幹改良工事から３年目となり、定期改修工事を行うことなどにより、前年

度比４,８２０万２,０００円増額の１億８,１９０万５,０００円としております。 

 ごみ処理費負担金につきましては、計画の定期改修工事となったため、前年度比３,４９

４万９,０００円減額の４億３,３２６万６,０００円を計上いたしました。 

 一般廃棄物処理施設整備基金費負担金は、平成２６年度から積み立てを開始し、平成２

９年度で４年目になるものでございますが、積立予定額９,０００万円を措置しております。 
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 ３目消防費負担金ですが、小川分署、馬頭分署救助訓練塔の解体工事の完了により、前

年度比２,３５１万円減額の７億８,６０６万２,０００円といたしております。 

 分担金及び負担金の合計は、前年度比１０３万円増額の２１億９,４８２万１,０００円

となり、歳入全体の９４.８％を占めております。構成市町別の負担額は、予算書３１ペー

ジに記載してありますが、那須烏山市が交付税算入分を含め１,７５０万円増額の１４億６,

６８４万円となり、那珂川町は１,４６７万円減額の７億２,７９８万１,０００円となりま

す。 

 続きまして、２款使用料及び手数料、１項手数料ですが、１目の衛生使用料は斎場の使

用料で、前年度と同額の６５０万円といたしております。 

 ２項手数料、１目衛生手数料では、し尿の搬入が減少傾向にあることから、６万５,００

０円減額の２,７５１万１,０００円とし、２目消防手数料は６,０００円減額の４１万６,

０００円としております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金ですが、緊急消防援助隊設備整備費補助金で、災害対

応特殊救急自動車分として１,５０９万７,０００円を計上しております。 

 ７ページを御覧願います。 

 ４款県支出金、１項県補助金ですが、１目衛生費県補助金では病院群輪番制病院運営等

事業補助金は、平成２９年度の算出基準が変更となっておりまして、１日当たり１万９,０

００円、受入実績分と医療圏受入割合分となり、全体として２００万８,０００円減額の１,

１１０万２,０００円といたしました。 

 次に、５款財産収入、１項財産運用収入ですが、１目の財産貸付収入では自動販売機６

台分の賃借料５万円を計上いたしております。 

 ２目利子及び配当金は、各種基金の預金利子２１万５,０００円を計上しております。 

 ２項財産売払収入及び６款寄附金につきましては、科目存置としております。 

 ７款繰入金ですが、財政調整基金からの繰り入れを昨年度と同額の２,０００万円として

おります。保健衛生センター施設整備基金繰入金は廃目としております。 

 ８ページをお開き願います。 

 病院事業整備基金繰入金についても廃目といたしております。 

 ８款繰越金、１項繰越金は、昨年度と同額の５００万円を計上しております。 

 ９款諸収入、１項雑入につきましては、１目の過年度収入は科目存置としております。 

 ２目弁償金につきましては、東京電力からの賠償金ですが、平成２４年度から２８年度

までは発生した場合の補正対応としておりましたが、今年度からはある程度実績が見込め

るのではないかとして、当初予算から２６３万６,０００円を措置しております。 
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 ３目雑入につきましては、前年度比４４８万８,０００円の減額となっておりますが、主

な減額理由は資源ごみ等の売払収入、新聞、紙類とか金属、ペットボトル等の売却単価が

低下しているものと、売却量の減によるものでございます。 

 歳入の最後に、１０款組合債、１項組合債となります。１目の消防債につきましては、

緊急消防援助隊設備整備事業の高規格救急車の更新費３,５４３万９,０００円から、国庫

補助金の１,５０９万７,０００円を除いた額に起債の充当率９０％を掛けまして端数処理

をしました、前年度比１,１２０万円減額の１,８３０万円を計上しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。９ページを御覧願います。 

 １款議会費、１項議会費ですが、１目組合議会費は議員各位の報酬や事務経費と、平成

２９年度は視察研修等を予定しておりますので、前年度比３３万４,０００円増額の１４２

万円といたしました。 

 ９ページから１１ページを御覧願います。 

 ２款総務費、総務管理費の１目一般管理費では、再任用職員２名を含む事務局職員１０

名分の人件費のほか、ＯＡ機器やシステムのリース料、保守料、１１月からのネットワー

ク、人事給与システムの更新費用等事務経費のほか、広域センターのアスベスト対策事業

６６万９,８００円を措置し、全体として４５７万８,０００円増額の９,１９１万１,００

０円としております。 

 １１ページ、１２ページを御覧願います。 

 ２目の財政管理費ですが、公会計システムのリース料や保守料、予算書・決算書の印刷

費などと２８年度に作成しました固定資産台帳等から統一的な基準による財務書類の作成

に対応するための財務書類作成支援業務委託を計上いたしまして、全体として前年度比５

２万１,０００円減額の２８３万２,０００円を計上いたしました。 

 ２項監査委員費、１目監査委員費では、監査委員２名分の報酬１０万円を措置しており

ます。 

 １２ページ、１３ページを御覧願います。 

 ３款衛生費ですが、総額は１２億３,４２６万１,０００円で、歳出総額の５３.３％を占

めてございます。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費では、在宅当番医制事業委託料のほか、小児救急

医療拠点病院運営費、病院群輪番制病院運営費負担金や、那須南病院に対する負担金・補

助金など５億５,７１３万円を措置しております。 

 ２目斎場費ですが、２８年度からの業務委託も２年目となり、前年度比９８万８,０００

円減額の４,０５１万５,０００円といたしております。 
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 １３ページ、１４ページを御覧願います。 

 ２項清掃費、１目の清掃総務費ですが、保健衛生センター事務室４名分の人件費のほか、

事務経費、積立金を措置いたしまして、前年度比１,８７８万６,０００円増額の３,８０４

万１,０００円といたしました。 

 １５ページを御覧願います。 

 ２目し尿処理費では、処理用薬剤費や電気料等の光熱水費、運転維持管理業務委託費及

び施設点検補修工事費、定期改修工事費などで１億４,２３０万４,０００円を計上いたし

ております。 

 １５ページから１７ページを御覧願います。 

 ３目ごみ処理費では、職員１０名分の人件費や臨時職員４名分の賃金、薬品等消耗品費、

電気料等の光熱水費や焼却灰や不燃物残渣の処分委託料や焼却炉内清掃・機器機能点検整

備委託料、工事支援業務委託料などのほか、施設の定期改修、バグフィルター更新等を予

定しています。ごみクレーン点検整備費や電気室空調更新設置工事費などを計上いたしま

して、３億３,７８２万２,０００円としております。 

 １７ページ、１８ページを御覧願います。 

 ４目の一般廃棄物処理施設整備費は、２名分の人件費のほか、平成２７年度からの一般

廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理施設整備基本構想策定費や検討委員会の設置費、

また、２９年度からの建設候補地選定委員会設置経費といたしまして、委員の報償費や委

託料、あとは一般廃棄物処理施設整備基金積立金９,０１３万円４,０００円を措置いたし

まして、前年度比１５８万円増額の１億１,５４４万６,０００円といたしております。な

お、建設候補地選定支援業務は、平成３０年度までの継続事業となりまして、債務負担行

為を起こしておりまして、その限度額は３３４万８,０００円となっております。 

 ５目敦賀市民間最終処分場対策費は、平成２８年度補正予算で新設したもので、裁判の

打ち合わせ、出廷旅費、訴訟代理人委託費等を措置いたしまして、３００万３,０００円で

皆増となっております。 

 １９ページから２１ページを御覧願います。 

 ４款消防費、１項消防費でございますが、前年度比１,９５７万円減額の７億９,８７６

万４,０００円を措置いたしまして、歳出総額の３４.５％を占めてございます。 

 １目消防総務費ですが、９８名分の人件費、研修費用や庁舎及び消防車両などの維持経

費、各種装備やシステムの点検手数料などのほか、消防通信施設運営負担金を措置いたし

まして、前年度比１８３万４,０００円減額の７億４,６８９万２,０００円を計上いたしま

した。 



28 

 

 ２１ページ、２２ページを御覧願います。 

 ２目消防施設整備費ですが、空気呼吸器やボンベ、赤外線サーマルカメラなどのほか、

那珂川消防署の高規格救急車及び本部の指揮車を更新することとし、前年度比１,５２６万

４,０００円増額の、５,１８７万２,０００円を措置いたしております。 

 消防庁舎整備費は、小川分署及び馬頭分署救助訓練塔の解体工事が完了しましたので廃

目といたしております。 

 ５款１項公債費は、１目は組合債の元金で、新規１件を含む１５件分、１億７,４２８万

１,０００円、２目は利子１３件分と、一時借入金利子で５４３万円、３目は公債諸費とし

て科目存置とし、合計で前年度比９１１万１,０００円増額の１億７,９７１万２,０００円

を計上いたしました。 

 最後は６款予備費で、昨年度と同額の５００万円を計上しております。 

 以上が一般会計歳入歳出の概要となります。 

 以降、２３ページから２８ページにつきましては給与費の明細、２９ページは債務負担

行為に係る調書、３０ページは地方債の残高に係る調書となりますので、後ほど御高覧を

お願いいたします。 

 ３１ページは、歳入の分担金及び負担金のときにも説明いたしましたが、負担金の明細

書となります。 

 続きまして、議案第９号 負担金の額及び負担の方法についてご説明いたします。 

 負担金の額につきましては、ただいま御説明いたしました当初予算に対応するもので、

那須烏山市の負担金は交付税分を含め１４億６,６８４万円で、前年度比１,５７０万円の

増額。那珂川町は７億２,７９８万１,０００円で前年度比１,４６７万円の減額としており

ます。 

 以上で、一般会計関係の説明を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  病院事務長。 

 

○病院事務長（塩野目修一）  それでは、平成２９年度病院事業会計予算の詳細につき

まして説明をさせていただきます。 

 予算書１ページをお開き願います。第１条は総則、第２条は業務の予定量を定めるもの

で、病床数は前年度と同じ１５０床、患者数は、入院が年間４万８,９１０人、外来が年間

８万２９２人、１日平均患者数は、入院が１３４人、外来が３２９人を予定しております。

また、主要な建設改良事業は、有形固定資産購入事業として４,９２９万１,０００円と定



29 

 

めるものであります。事業内容につきましては、この後の４条予算のところで説明させて

いただきます。 

 次に、第３条は収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、病院事業収益、病院事業

費用、それぞれ２７億８,６６２万６,０００円を予定いたしました。前年度比で１,６２７

万３,０００円、０.６％の増となっております。 

 それでは、予算明細について説明をいたしますので、申しわけございませんが２５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 １款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益は１４億３,７８８万円で、１日当たり

の患者数を内科等８５人、眼科４人、療養病床４５人による収益を計上いたしました。前

年度比２,１７５万４,０００円の減は、患者数の減少によるものであります。なお、病床

利用率は一般病床が８９％、療養病床が９０％を見込んでおります。 

 ２目外来収益は８億７１９万円で、１日当たりの患者数を内科等で３１５人、人工透析

１１人による収益を計上いたしました。前年度比１,６０１万３,０００円の増は１人当た

りの診療単価の増によるものでございます。 

 ３目その他医業収益、７,０４５万６,０００円は、室料差額、人間ドック及び健診費の

費用、又は診断書等作成料を計上いたしました。 

 ４目他会計負担金は、一般会計からの繰入金であります。 

 ２項医業外収益、１目受取利息配当金は預金利息。 

 次のページをお開き願います。２目他会計負担金、３目他会計補助金は一般会計からの

繰入金でありまして、前年度比増は、基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費及び医

師確保に要する経費の増によるものでございます。 

 ４目補助金は、へき地巡回診療及び院内保育所運営に対します栃木県からの補助金とな

っております。 

 ５目患者外給食収益は、職員等への食券売払収入。 

 ６目長期前受金戻入は、地方公営企業会計制度の改正によりまして、みなし償却が廃止

されたことに伴い、補助金に係る減価償却相当分を収益化したもので、現金の伴わない収

入となっております。 

 ７目その他医業外収益は、自動販売機、売店等の設置手数料収入を計上いたしました。

前年度比１,４４４万１,０００円の増は、２９年度新たに病児保育事業を行うことによる

那須烏山市からの受託料収入を計上したものでございます。 

 ３項特別利益、１目過年度損益修正益は科目存置であります。 

 次に、収益的支出ですが、２８ページをお開きいただきたいと思います。 
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 １款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費は、職員数の増及び給与改定に伴い、前

年度比２,８７８万７,０００円増の１６億６,０６８万５,０００円を計上いたしました。 

 ２目材料費は、診療に必要な薬品、診療材料費等で３億７,１２７万５,０００円を計上

いたしました。 

 ３目経費は、病院機能の維持に必要な消耗品費、光熱水費、修繕料、委託料などの費用

を計上いたしました。 

 ３２ページをお開き願います。 

 ４目減価償却費は、器械備品減価償却費の減により、前年度比１,５０２万３,０００円

減の１億６,３１１万７,０００円を計上いたしました。 

 ５目資産減耗費は固定資産除却費の減により、前年度比２０４万６,０００円減の３８８

万２,０００円、６目研究研修費８４４万８,０００円、７目長期前払消費税償却６６６万

７,０００円、８目雑支出１００万円をそれぞれ計上いたしました。 

 ２項医業外費用は、企業債償還利息、雑損失等などで８,００３万４,０００円を計上い

たしました。なお、看護師確保経費４５６万円は、看護師修学資金返還免除分となってお

ります。 

 次のページをお開き願います。 

 ３項特別損失は、過年度損益修正損３００万円を計上いたしました。 

 ４項予備費は前年度同額の５０万円を計上いたしました。 

 以上で、収益的収入及び支出の予算明細となります。 

 申しわけございませんが、予算書の２ページにお戻りいただきたいと思います。 

 第４条は資本的収入及び支出の額を定めるもので、資本的収入を１億５,１５６万１,０

００円、資本的支出を２億５,６３９万円とし、収支不足額１億４８２万９,０００円は過

年度分損益勘定留保資金で補塡するものです。 

 明細について説明いたします。３５ページをお開きいただきたいと思います。 

 １款１項企業債２,２４０万円は医療機器等整備事業の財源に充てるため、２項他会計負

担金１億２,９１６万円は一般会計からの繰入金、３項長期貸付金返還金１,０００円は科

目存置であります。 

 次に支出ですが、次のページをお願いいたします。 

 １款１項１目有形固定資産購入費４,９２９万１,０００円ですが、脳波計、人工呼吸器

など医療機器等の購入費用であります。 

 ２項企業債償還金１億９,７０１万９,０００円は、病院施設整備及び医療機器整備に係

ります企業債償還元金となっております。 
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 ３項投資は、看護師確保のための修学資金制度による１２名に対します貸付金１,００８

万円を計上いたしました。 

 以上が資本的収入及び支出予算の明細となります。 

 申しわけございません、また２ページにお戻りいただきたいと思います。 

 第５条は企業債の限度額を２,２４０万円に、第６条は一時借入金の限度額を２億円に、

第７条は経費の流用ができる場合を、第８条は議会の議決を経なければ流用することがで

きない経費を、第９条は一般会計からの補助金の額を１億６,４４７万円に、第１０条はた

な卸資産の購入限度額を３億８,４１３万５,０００円に、第１１条は重要な資産の取得を

それぞれ定めるものとなっております。 

 ４ページ以降は予算に関する説明資料でございますので、説明は省略させていただきた

いと思います。 

 以上で平成２９年度の病院事業会計予算の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（佐藤昇市）  以上で提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。なお、質疑に当たっては会計名及びページ数をお示しくださ

るようお願い申し上げます。 

 １０番、渋井議員。 

 

○１０番（渋井由放）  １０番、渋井由放。一般会計の予算書の２０ページから２１ペ

ージのところなんですけれども、まず、小型船舶免許取得講習会というのがありまして１

０万円なんですけれども、どのような免許で、何人ほど受験をしていくのかということと、

その下に小型船舶免許更新講習会というのがあって、これは２万４,０００円なんですが、

もしかすると３人かなと思うんですけれども、これは何年に一度更新をして、現在、消防

のほうにこういう免許を持っている人が何人いるのか、その辺のところ。 

 もう１つが、救急救命士養成研修というのが２０７万１,０００円ありまして、どんなと

ころでどんな講習を受けて、どのぐらいの時間がかかって、何人が、多分、１人で６か月

か５か月か、かかるのかなと思います。その上には救命士の実習等委託料というのが３２

万円あったり、救急救命士の試験のお金が入っていたりということで、この辺、どういう

ふうにつながるのか教えていただければと思います。 

 それと、消防通信の施設の整備費負担金、これが２,７００万円余ありますけれども、今、

代表消防本部から、当該地区の消防署からまた発信するということなんですけれども、現

在、携帯電話が非常に発達しておりまして、携帯電話の１１９番というのがどのぐらいあ
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るのか。また、携帯電話から発信したときに、代表消防本部でどこにいるのか、多分、特

定ができるんだとは思うんですが、その辺のところを教えていただければと思います。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防本部次長。 

 

○消防本部次長（吉住一男）  それでは、御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、小型船舶の免許取得講習でございますが、これは、１０万円は１名分でございま

す。現在１６名でこの小型船舶を運用しているわけですが、ボートにあってはＦＲＰのボ

ートが１台、それとゴムボートが１台というところであります。 

 また、小型船舶の更新講習の２万４,０００円でございますが、これは２名でございます。

１名当たり１万２,０００円ということで、更新が５年ごとの更新となっておりますので、

２９年度は２名が該当になっているところでございます。 

 それと、救急救命士の養成でございますが、これは東京・八王子にあります一般財団法

人救急振興財団が行っております救急救命東京研修所というところで、約６か月間の講習

になります。救急救命士としての国家試験合格のための講習でございます。 

 また、委託料等ありますが、救命士に合格してから、当然ここの地域は、那須・南那須

分科会と、ちょっとわかりづらいかと思うんですが、その上あたりにあるんですが、そこ

が中心になりまして、那須赤十字病院の救命救急センターのメディカルコントロールを受

けながら救命をするというところでございまして、そこで病院実習をするに当たりの委託

料、また気管挿管の委託料、そのぐらいですかね。あと、事後検証会ということがありま

して、それもこの委託料の中に入っているところでございます。 

 それと、消防通信の携帯の、当管内において、一番直近の１年間を見ると、平成２８年

１月１日から１年間の話でございますが、うちのほうですと、全体の１１９番通報の中で、

２４％が携帯電話から１１９番がされているというデータがございます。 

 それと、位置情報に関しては、皆さんお持ちの携帯電話等のＧＰＳ機能が各携帯電話会

社の努力により相当よくなっているので、ピンポイントで出るようになっております。そ

の場所にあっても栃木北東地区の消防通信指令センター、大田原消防署の３階にあります

が、そこから順次リアルタイムに送られてきますので、同じような形ですぐ見られるとい

うシステムに今なっているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井議員。 

 

○１０番（渋井由放）  そうしますと、救急救命士を養成するのには、まず養成研修へ

行って、そして国家試験を受けて合格すると、今度は病院のほうへ研修へ行くというとこ

ろ、国家試験の手数料も出す、研修へ行く手数料も出す、全て出して仕立て上げるんだよ

ということなんですねということなんですけれども、それはそれでよくわかりました。 

 あとは、小型船舶の場合は種類があると思うんですが、多分２級のあれがあるんでしょ

うか。どういう種類のものを受けているのか。あと、ＦＲＰのボートとゴムボートがあり

ますと。これで訓練等はやるんだとは思うんですが、川へ流されたとかがあったときに出

動するんですけれども、この出動回数というのはどのぐらいあったのか。そして、当然私

はよくわからないんですが、よく川の中に潜って調べるというんだか探すというんだか、

そんなことには潜水関係の方が必要かと思うんですが、運転する人も潜水する人も訓練と

か、そういうのをやっているのかと思うんですが、それは年間どのぐらいやっているのか。

以上のところをお願いできればと思うんですけれども。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防長。 

 

○消防長（西宮一美）  ただいまの件についてお答え申し上げます。小型２級船舶免許

ということで１０万円ということと、あと海については、うちのほうは関係ないんですが、

動かれていないということでございます。 

 それと、出動回数なんですが、年間約５件から７件ぐらい、過去５年ぐらい前の平均な

んですが、現在までに約５回から７回ぐらいの出動件数でございます。それに伴いまして、

アクアラング隊ということで、潜水の資格を持っている職員が８名おります。その中で、

年に最低５、６回は訓練しているんですが、矢板にある人工湖なんですが、そこで結構深

いところに、約５メートルから１０メートルぐらいあるんですが、そこで訓練を年２回。

それと、地元にある那珂川においては、やはり年に４、５回。それと、消防本部の応用訓

練塔ということがございます。その応用訓練塔の中に、実際の車両を沈めて、中に人間を

入れながらその訓練を、天候とか職員の出動の合間を見ながら、順次これは年間を通じて

訓練しております。 

 それと、この中で今お話あったように、免許を持っている職員とアクアラング隊をリン

クしている職員も約４名いますが、別に運転操作ある者と資格を持っている者というのを

かぶらないように、並行に今採用しております。 
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 以上でございます。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井議員。 

 

○１０番（渋井由放）  説明よくわかりまして、なかなかないんですが、日ごろの訓練

が重要なので、十分にやっていただいて、あとアクアラング隊というんですか、そういう

のもしっかり増員ができるようにお願いできればと思うんです。 

 あともう一つは、携帯電話からの１１９番が２４％もあるということは非常に大きいの

かと思うんです。そうすると、我が市、また那珂川町も含めてですが、どうしても電波が

上手に拾えないようなところもあるのかと思うんです。これについては、各電話会社のほ

うもやたらは建ててもらえないのかと思うんですが、組合長のほうからも、こういうとこ

ろをしっかりお願いできるようにしていただければと思いますけれども、組合長、最後に

答弁お願いしたいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  組合長。 

 

○組合長（大谷範雄）  御指摘のことは十分理解できますので、当地方、やはり中山間

地域を抱えておりますことから、大変それについては危惧いたしております。そういった

ことから、組合といたしましても、どこでも一朝有事の際の携帯電話ができるよう、各民

間の事業者等については要望させていただきたいと。それはもう既に要望させていただい

ておりますが、なかなかそれであっても１００％カバーすることは難しい状況にあります

ので、さらに粘り強い要望をさせていただきたいと、このように思っております。御理解

いただきたいと思います。 

 

○１０番（渋井由放）  以上で終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかにありませんか。 

 ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  あまり質問の長い中、恥ずかしながら何点か質問申し上げたいと

思います。 

 まず、一般会計の１１ページからお伺いしたいと思います。説明欄を見まして、一番上
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から４行目に人事評価制度職員研修業務委託料とあって、４７万５,０００円を計上してお

ります。これは、執行部のほうで御承知のとおり、平成２８年度でも人事評価制度構築支

援業務委託料として２００万円を計上しております。この２８年度の予算の２００万円と

今回の４７万５,０００円の予算というのは、どう関わってくるのか。それと、２８年度で

２００万円をかけた構築委託料、この運用はいつから始めるのか、人事評価について、こ

れがまず１点、お伺いをしたいと思います。 

 ２点目をお伺いします。同じページの真ん中付近、使用料及び賃借料の中の説明欄で、

一番下にサーバー等リース料とあります。これは予算計上で新しい項目になっているもの

ですからお伺いをしたいんです。３６９万４,０００円を計上しておりますが、これはどの

ような支出なのかをお伺いしたいと思います。 

 次に、１５ページを開いていただきたいと思います。１５ページ、１３節の委託料、説

明の欄では一番下のほうに、し尿処理施設の検査委託料が２３７万５,０００円、同じくし

尿処理施設の定期改修工事支援業務委託料、１６２万円ほど計上しております。これも新

しい支出科目なものですから、どのようなものかをお伺いします。 

 次に、１７ページをお開きいただきたいと思います。ここにもやっぱり今のし尿処理と

同じように、説明欄の一番下のほうなんですが、ごみ処理施設精密機能検査委託料２７８

万円、それとごみ処理施設定期改修工事支援業務委託料２４０万８,０００円を計上してお

ります。これも新しい事業なものですからお伺いしたいと思います。 

 次に、１８ページの真ん中付近の１３、委託料５６１万６,０００円の中に、一般廃棄物

の処理構想策定業務委託料、平成２８年度は５５０万８,０００円、今回は２３７万６,０

００円を計上しておりますが、これについて、いつまでこういった策定委託料は計上する

のか。もう平成２９年で終わるのかどうか、これについてもお伺いしたいと思います。 

 同じように、一般廃棄物の建設候補地選定支援業務委託料があります。３２４万円です。

これは債務負担行為でも３３４万８,０００円を計上していますから、２回分を合わせます

と６５８万８,０００円になるわけなんですが、この委託の内容についてお伺いします。 

 次に、２２ページの消防費なんですが、これは、２８年度は寄贈によって安くなったと、

これはわかりました。今年も３,５４３万９,０００円計上しております。これは、これで

購入することはわかりました。ただ、お伺いしたいのは、ここの財源の内訳の中に国庫補

助金が１,５０９万７,０００円載っていますよね。これは何のための国庫補助が受けられ

るのか。今までこれはなかったものですから、その理由と交付率についてお伺いしたいと

思います。 

 次、病院会計のほうで３点ほどお伺いしたいと思います。まず、３ページの下のほうの
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１１条に重要な資産の取得は、次のとおりとあります。器械設備、脳波計と人工呼吸器と

ありますが、これは多分４,９２９万１,０００円でもってこの両方の器械を買うのかなと

は思うんですが、この内訳についてお伺いしたいと思います。 

 次に、５ページをお開きいただきたいと思います。５ページの医業外費用の中の６目の

看護師確保経費、４５６万円です。先ほど１６８万円で大分増えてきたんですが、これは

先ほど免除分だという説明があったんですが、何名分を免除したのか。それと、これは実

はお伺いしたいんですが、地元の烏山高校からの看護師の希望者、こういった研修を受け

ている生徒が何人かいるかどうか、もしおわかりになりましたらお伺いしたいと思います。 

 次に、１７ページに移りますが、これは確認のためにお伺いしたいんです。１７ページ

の真ん中あたりに４の固定負債と５の流動負債とありますが、それぞれに企業債とありま

すが、お伺いしたいのは、病院会計の中の企業債の残高、この２つを合わせますと１２億

８,３２１万６,０００円なんですが、これでよろしいのか。どうも私はこういう企業会計

のほうは疎いものですから、お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  私のほうから人事評価について説明させていただきます。 

 ２８年度当初予算で、人事評価制度の構築支援業務委託ということで２００万円の予算

を計上させていただいたところでありました。それで、昨年の４月から人事評価関係のコ

ンサル業者に１４０万円で委託をかけて、業務委託契約を結んで、上半期、９月までの間

に推進計画とか推進体制の設定、それから人材育成の基本方針を策定しまして、今度は能

力評価と業績評価、その２つをつくることになっていますので、そのシートをつくりまし

た。その後、今度は評価者、幹部クラスの方が部下を評価するわけですので、評価者と、

評価される被評価者、その研修会を６回ほど実施しました。下半期から能力評価と業績評

価のシートに入力をして、今年度末に評価をして、今年の６月の期末手当に反映させると

いう流れで現在進んでおります。 

 それで、今年度の４７万５,０００円の予算につきましては、４月１日は定期異動等によ

りまして体制が新しくなりますので、評価する方が変わりますので、その都度同じような

研修会が必要だろうということで、今年度研修会を５回考えております。目標管理とか人

事評価研修とか、人事評価の実践研修なんかをテキストで研修するような、適正な評価が

できるような研修を５回ほど今年度は考えております。こんな計画でおります。 
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 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  １１ページのサーバー等の使用料について御説明いたします。

現在、広域事務組合で利用しているシステムなんですが、パソコンにつきましては昨年の

４月で５年のリースが満了して、そのリースが上がったものを利用している状況でござい

ます。セキュリティーの関係からも再構築が必要だと思いまして、今回の予算となります。 

 現在、文書等保存しているサーバーにつきましては、外部サーバーを利用しております

が、次からは内部にサーバーを持つシステムに変えたいと思っているところでございます。

また、再構築に当たりましては、公会計システムが、ＴＫＣのほうでやっているサーバー

のリース関係が１１月で更新を迎えます。ですので、基幹系も１１月に合わせてネットワ

ークを組んだほうが費用的に高くなると思いましたので、今回の予算要求となりました。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長（澤村雅彦）  保健衛生センター関係につきまして、４点ほど

質問ございましたので、お答え申し上げたいと思います。 

 まず１点目のし尿処理施設精密機能検査委託につきましてでありますけれども、これに

つきましては、廃棄物処理法施行規則第５条の規定に基づきまして、３年に一度、実施を

いたすものでございまして、施設の現況、運転管理実績等を調査いたしまして、その結果

を踏まえ、維持管理、設備、装置等、それぞれの総合評価を行いまして、今後の施設運営、

整備に関する改善策及び整備方針について、検討を行うことを目的とするものでございま

す。 

 続きまして、２点目、し尿処理施設定期改修工事支援業務でございますが、し尿処理施

設の定期改修工事に当たりまして、設計書を作成する必要があるわけでございますが、そ

の設計書作成の支援を廃棄物の専門のコンサル業者に委託をお願いするものでございます。 

 続きまして、３点目、これも、し尿処理施設と同様でございますが、ごみ処理施設の精

密機能検査につきましては、やはり３年に１回、策定が義務づけられているものでござい

まして、施設の現況、運転管理実績等を調査し、その結果を踏まえまして、維持管理設備

として、それぞれの評価を行いまして、今後の施設運営、整備に関する改善策及び整備方
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針について検討を行うことを目的とするものでございます。 

 ４点目、ごみ処理施設定期改修工事支援業務委託料でございますが、先ほどのし尿処理

施設の定期改修工事と同じように、定期改修工事の実施に当たりまして、設計書を作成す

るため、その支援を廃棄物事業のコンサル業者に委託をするものでございます。 

 続きまして、私のほうで施設整備室のほうも担当しておりますので、２点ほどお答え申

し上げたいと思います。 

 まず、一般廃棄物の処理基本計画及び一般廃棄物の処理基本構想策定の点でございます

が、これは３年間の継続事業でございまして、基本構想の完成を８月としておりますので、

２９年での予算計上ということになり、２９年で終わることになります。 

 続きまして、一般廃棄物処理施設建設候補地支援業務としては、新たなごみ処理施設、

し尿処理施設の建設に向けまして、現在の敷地なんですが、那珂川堤防整備計画の計画区

域内に全部入ってしまうために、新たな敷地を選定する必要がございます。建設候補地の

選定を迅速かつ効率よく行うために、建設候補地の選定に係る業務の一部、建設候補地の

選定、建設候補地の抽出条件、評価項目、評価方法等の検討、建設候補地の絞り込み、２

次選定、３次選定をしていただくために建設候補地選定委員会の設置を予定しております

が、その委員会に対します支援業務もこのコンサルにお願いしたいということで考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防本部次長。 

 

○消防本部次長（吉住一男）  高規格救急車の件でございますが、当消防本部が国の緊

急消防援助隊に登録している４台のうちの１台の救急車がございまして、今回それの更新

でございます。常備消防分の車両等の更新に当たって補助等が受けられるのは、緊急消防

援助隊の登録車両のみでございます。それで、緊急消防援助隊設備整備費補助金というの

がございまして、それが申請でき、補助率は基準額の２分の１ということでございます。 

 ただ、今回の予算等々、半分にすると、１,５００万円、１,７００万円ということで違

いますが、補助対象のもの、機材とか、そういうところでいろいろありますので、国のほ

うで十分精査されて、現在１,５０９万７,０００円が補助になるであろうという予算の見

積もりでございましたので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 
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○議長（佐藤昇市）  病院事務長。 

 

○病院事務長（塩野目修一）  それでは、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、器械備品の金額でございますが、まず脳波計が８６０万円、

人工呼吸器が２式で７９０万円の予定額としております。 

 ２点目、看護師確保経費４５６万円でありますが、前年度は１名、２９年度は３名分の

返還免除分となっておりまして、この分につきましては、現金を伴わない支出となってお

ります。また、人数でございますが、今現在、１０名の方に貸与しておりまして、そのう

ち７名が那須烏山市、那珂川町在住の方となっております。 

 最後に、企業債の残高でございますが、中山議員さんのほうから説明された金額、その

とおりでございます。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  ５番、中山五男議員。 

 

○５番（中山五男）  おおむね理解できました。まず、人事評価なんですが、人事評価

は物品の評価と違いますし、非常に難しいと思うんですが、これはどうですか、研修を受

けたりして、適正な評価ができそうですか。この辺のところ、１点、まずお伺いをしたい

と思っております。 

 それと、看護師確保方策の中では、私、先ほど追加して１点質問したんですが、地元の

高校からの希望者がどのぐらいいるか、おわかりでしたらば、これも御答弁いただきたか

ったのですが。烏山高校から那須南病院の看護師として、どのぐらい希望者があるかどう

かということです。それと馬頭からもそうですね。具体的に地元の高校から那須南病院に

対しての看護師の希望があるのかどうか、その辺のところをお伺いしたいと思ったわけで

す。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  総務課長。 

 

○総務課長（山口守）  人事評価につきましてですけれども、これは国のほうで法律を

制定して、昇任や昇格、任用、それから勤勉手当、こういったものについては、人事評価

をした結果で支給しなさいということになっていますので、それはもちろん変えることは
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できませんから、そのために研修をたくさん重ねまして、偏った評価がされないように、

公平に、偏見を持たないような、自己評価をしたものについて、実績が上がったかとか、

それを点数化して評価をするものですから、まだ全然やっていませんけれども、これから、

今のところは手探り状態なんですが、公平に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  病院事務長。 

 

○病院事務長（塩野目修一）  看護師修学資金の貸与者の件でございますが、先ほど申

し上げましたように、７名の方が地元在住の方でございまして、出身校でございますけれ

ども、今ちょっと資料を持っておりませんので、正確に何名ということは申し上げられな

いんですけれども、烏山高校、馬頭高校の方が現在おられます。 

 以上です。 

 

○５番（中山五男）  はい、了解いたしました。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかにありませんか。 

 ４番、川上要一議員。 

 

○４番（川上要一）  １点だけです。病院事業なんですが、平成２９年度の予算書の第

１ページに、２９年度は入院４万８,９１０人、外来８万２９２人ということで、１２万９,

０００人、当地域内外からお世話になるわけでございます。１日４６０人の住民の方がお

世話になるということなんですが、医師体制というか医事体制ですね、医師または専門医、

看護師、ほんとうに執行部、組合長さん、病院長さん、管理監の皆さんの骨折りで今まで

順調に進めてきているわけでございますが、２９年度はどういう体制でいかれるのか、問

題点がないのか、御意見や問題点があるということであればお聞きしたいと思います。 

 あと、入院患者１人当たり、昨年より上がったということなんですが、この要因として

は高度医療があったのか、それとも透析等の患者が増えて１人当たりのあれが上がったの

かということをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  病院長。 
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○病院長（宮澤保春）  来年度の体制につきましては、現在、今年度とほぼ同じ体制で

臨みたいとは思っておりますが、結果、若手医師が１名異動になりまして、１名減という

体制になります。全体的な体制としては、今年度とそう大きな変わりはなく運営できるか

と思っています。人員確保の面に関しましては、毎年予算というのはあるんですけれども、

幸い、現職の医師の派遣を来年度も１名多くいただいています。助かっているという状況

で、引き続き人員確保には努力していきたいと思っています。 

 それから、診療単価に関しましては、透析に関しては、まだ非常勤職員による臨時の体

制ということで、基本的に単価は上がってないと思うんですけれども、整形外科、あるい

は外科系の手術件数が増えておりますので、そこら辺が診療単価を引き上げた要因かと考

えております。 

 

○議長（佐藤昇市）  ４番、川上要一議員。 

 

○４番（川上要一）  わかりました。医師体制の充実ということは、ほんとうに大変だ

と思うんですが、執行部の皆さんの骨折りでよろしくどうぞお願い申し上げまして、質問

を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  １１番、小森議員。 

 

○１１番（小森幸雄）  お昼過ぎたんですが、１点だけ聞きたいと思います。 

 まず、２１ページの消防施設の整備費でありますが、那珂川消防署に仮の訓練塔がこの

予算には出ております。過去の、広域議会、消防署をつくるに当たって、一市一町につく

るに当たって、那珂川町のほうからは、ぜひ訓練塔は我が町のほうへという、そういう経

過もあったわけでありますが、結局は本署のほうに落ちついて今の訓練塔があるんですが、

この予算規模から見ても、非常に簡易と言えば簡易、小規模と言えば小規模なんですが、

どの辺に、どういう形で訓練塔をつくらなくちゃならなくなったその経緯、どうしても欲

しいと言われるのはわかるんですが、多分今、本署にあるような、ああいう仕掛けがある

ようなわけにはいかないと思います。それらについて、どのような規模なのか、場所等に

ついて、また要望についてお示しいただきたいなと思っております。 

 

○議長（佐藤昇市）  消防長。 
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○消防長（西宮一美）  ただいまの応用訓練塔の件についてお答え申し上げたいと思い

ます。皆さんも御存じのとおり、ここ１０年前から団塊の世代が続きまして、消防職員の

年齢もかなり若返りまして、２０代が約４５％ぐらいです。その中で、今お話あったよう

に、那須烏山消防署においては、昼夜を問わず、若い職員たちがいろんな応用訓練をしな

がら、そのハンデを克服するために、今現在、訓練を実施しております。 

 その中で、那珂川消防署におきましても、実は同じ災害があった場合、救助工作車が管

内をカバーするわけなんですが、行く間の応用ということで、応急処置ということで、那

珂川消防署においても、職員が救助を求める多種多様な災害の対応が若干遅れてしまうと

いうことも懸念しまして、また車両に載っている３連はしごといって特殊なはしごなんで

すが、それも車両全体に載っております。載っていても那珂川消防署の建物の構造上、建

物にかけることができませんというお話があったものですから、那珂川については、特に

資機材についての活用が遅れてしまうのかということで、休みの日には烏山消防署に行き

ながら訓練はしているんですが、何回も回数を重ねて熟した職員を形成する中で、ほかの

消防につきましても、応用訓練塔といいまして、２０５メートル、幅が、縦横、昔の話な

んですが、２間半の２間の建物の中に、約２階建てですね、５メートルぐらいの建物なん

ですが、足場の、皆さん想像するように、建物の外壁をやるときに、よく足場に建てると

思うんですが、ああいうふうな簡単なやつで、上部には当然板を張ってあれするんですが、

そこに置いて、上から人を救出したり、あるいははしごをかけて、いかに救助工作車や車

両が来る前に、できることは、命を救う上でかなり重要視されまして、どこの消防でも今

そういうことがあります。 

 そういうことを踏まえまして、応用訓練塔につきましては、キャスターをついて移動で

きるようになっております。これはどういうことかといいますと、実は救助訓練における

訓練塔とか、応用訓練における訓練塔ということで、いろんなお話は出ているんですが、

全国的にどこの消防署にも訓練塔というのは簡易的な訓練塔がございます。消防力の布陣

から申しましても、署員はいろんな資機材とか車両、そしてそういう施設というのができ

るだけ義務づけられているんですが、全国的には財政の面、あるいは人の面で１００％の

充足率はございませんが、約７割から８割は、今どんどん普及なさっております。そんな

過程から、那珂川消防署においても、このような応用訓練塔をつくりながら、災害におけ

る円滑な現場活動ができるということを目的に、今回、計上したわけでございますので、

御理解よろしくお願いしたいと思います。 

 

○１１番（小森幸雄）  了解。 
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○議長（佐藤昇市）  ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、渡辺健寿議員。 

 

○２番（渡辺健寿）  １点いいですか。一般会計の１２ページでありますが、病院群輪

番制病院運営事業費、９,０００万円ございます。この中で、県費の補助金が１,１００万

円、先ほどの補正の中でも１４０万円ぐらい補正されて一千百何十万円に減額されたと思

うんですけれども、２８年よりも２９年、１５０万円ぐらい減じた予算になっているかと

思います。この輪番制病院運営というのは、先日、宮澤院長さんの講演をお聞きしたんで

すが、医療圏の中に１個しか病院がないというので大変苦労されているお話をお伺いしま

した。その辺のことが絡んでくるんだと思うんですが、どんな方法で県費の補助というの

が減ってきた状況なのか、お聞かせいただけたらと思います。 

 

○管理課長（小林貞大）  額のお話ですか。額のじゃないですか。 

 

○２番（渡辺健寿）  そうですね。 

 

○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  この額の算出基準につきましては……。 

 

○２番（渡辺健寿）  細かくはいいですから。 

 

○管理課長（小林貞大）  ２８年度から３０年度、段階的に減らしていくという県の方

針でございます。以前は１日３万円か、そういったものだったんですけれども、先ほど説

明しましたように、２９は１万９,０００円、丸まった場合にはもう少し下がる。今のとこ

ろ、ここを段階的に減らすという方向性しか示されておりません。 

 

○２番（渡辺健寿）  大分御苦労されているお話。以上です。いいです。 

 

○議長（佐藤昇市）  ほかにありませんか。 
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〔「質疑なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  質疑がないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

〔「討論なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。採決は１件ごとに行います。 

 議案第８号 平成２９年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決については、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第８号 平成２９年度南那須

地区広域行政事務組合一般会計予算の議決については、原案のとおり可決いたしました。 

 議案第９号 平成２９年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法につ

いては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第９号 平成２９年度南那須

地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法については、原案のとおり可決いたしま

した。 

 議案第１０号 平成２９年度南那須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の議決につ

いては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（佐藤昇市）  異議なしと認めます。よって、議案第１０号 平成２９年度南那

須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の議決については、原案のとおり可決いたしま
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した。 

 ここで暫時休憩いたします。再開を１時１５分といたします。 

 

【休憩】（午後０時２２分） 

【再開】（午後１時１５分） 

 

                                         

○議長（佐藤昇市）  休憩前に引き続き、再開いたします。 

 

   ◎日程第１３ 一般質問 

 

○議長（佐藤昇市）  日程第１３ 一般質問を行います。 

 一般質問の時間は３０分で、答弁の時間は含みません。残り５分になりましたらベルを

鳴らします。また、３０分を超えた場合は静止いたしますので、御了解願います。 

 では、通告に基づき、１０番、渋井由放議員の発言を許します。 

 １０番、渋井由放議員。 

 

〔 渋井由放議員 登壇 〕 

 

○１０番（渋井由放）  皆さん、こんにちは。１０番、渋井由放でございます。ただい

ま佐藤議長から発言の許しをいただきました。一般質問通告書に従いまして質問をさせて

いただきます。執行部におきましては、明解なる答弁をお願い申し上げて、一般質問に入

りたいと思います。 

 本日の質問は２点でございます。１点目は、国等による障害者施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律についてであります。この法律は、平成２５年４月１日から施行

がされました。約４年前であります。この法律では、地方公共団体は、障害者就労施設等

の受注機会の増大を図るためからの措置を講ずることを求めております。努める責務があ

るということでございます。 

 調達方針を策定して公表を行う、そしてまた、調達をしたらばそれも公表すると、この

ようなことになっておりますけれども、当広域行政事務組合での実績は、残念ながらあり

ません。今後、当組合は、どのように取り組んでいくのかを伺うものであります。 

 ２点目は、ＥＳＣＯ事業についてであります。那須南病院は平成２年に開業いたしまし
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た。それ以来、増床を重ねて、地域の基幹病院として、良質で安全な医療を提供していた

だき、地域社会に大いに貢献していただいております。この場をお借りいたしまして、感

謝を申し上げる次第でございます。 

 この医療体制を続けていくためには、老朽化した設備を改修していかなければなりませ

ん。また、改修の計画があると、このように聞き及んでいるところでもございます。そこ

で、ＥＳＣＯ事業ですね、ＥＳＣＯ事業とはエネルギー・サービス・カンパニー事業とい

うことで、その導入についても検討を加えることができないものか、伺うものであります。 

 以上で一般質問第１回目を終わりたいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  組合長。 

 

○組合長（大谷範雄）  ただいまは１０番、渋井由放議員から、障害者優先調達推進法

の取り組みについて及び那須南病院にＥＳＣＯ事業ができないかについて、２項目にわた

りまして御質問をいただきました。順番に従ってお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、障害者優先調達法の取り組みについてお答えをさせていただきます。議員御指摘

のように、障害者優先調達推進法第９条第１項において、都道府県、市町村及び地方独立

行政法人は、毎年度、物品の調達に関し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を

図るための方針を作成しなければならないこととされております。構成市町であります那

須烏山市並びに那珂川町では、既に障害者優先調達方針を定め、実行させていただいてい

るところであります。 

 当組合といたしましても、障害者就労施設等が供給する物品、役務に対する需要の推進

を図り、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就労障害者等の自立を促進できるよう、

新年度から取り組めるよう、今準備を進めさせていただいているところでございます。 

 次に、那須南病院にＥＳＣＯ事業の導入ができないかについてのお尋ねでございました。

地方公共団体におけるＥＳＣＯ事業は、１９９７年に三重県庁舎が初めての事例のようで

ございます。工事費用を自己資金で行うギャランティード・セイビングス方式で実施して

いるようでございます。また、工事費用を契約相手が負担するシェアード・セイビングス

方式による最初の事例は、２０００年に大阪府立母子保健医療センターで採用されており

ます。栃木県の状況ですが、県立がんセンターで２００７年にシェアード・セイビングス

方式で実施されているところでございます。 

 また、全国の自治体のＥＳＣＯ事業導入状況を申し上げますと、東京都、大阪府など、

大都市のエネルギー消費量の多い庁舎等で採用されている傾向にあるようでございます。 
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 このような状況下で、那須南病院にＥＳＣＯ事業の導入についてという御質問でござい

ますが、ＥＳＣＯ事業そのものは大変魅力のある方法であると、このように認識しており

ます。今後の大規模修繕等の計画とあわせて検討してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 以上、答弁を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  大変失礼しました。１０番、渋井由放でございます。大変あり

がたい答弁をいただきました。先ほど組合長からもお話をいただきましたが、ここに２８

年度の那珂川町の優先調達推進方針というのがございます。目標額が５万円ということで

ございます。こちらが那須烏山市の調達方針ですけれども、こちらは２８５万円というこ

とでございます。 

 那珂川町のホームページを見ますと、先ほども申しましたが、実績を公表するというこ

となんで、実績があるのかと見ましたら、公表されていないところを見ますと、もしかす

ると調達がされなかったのかと、こういうふうに思うところであります。違ったらごめん

なさいなんですけれども、調達してあれば必ず法律によって公表されていくのかと思うと

ころでございます。 

 それで、これができて、先ほども申しましたが、４年たったということ。４年の間に両

市町ができているのに、何でできなかったのかというところをお伺いしたいところです。 

 

○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  ただいまのこの推進法ですけれども、２５年４月ということ

で、なぜできなかったのかということでございますが、ちょっと言いわけにしかならない

と思いますが、市町がやっていて組合がその辺が必要かどうかという、認識が足らなかっ

たのかと、そのようなことで思っております。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  私は、障害者優先調達推進法の施行前からこういうのができま
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すということで、那須烏山市議会でたびたび質問をし、実績を積み上げてきたわけでござ

いますけれども、市長にも、当時の市長は今の市長と一緒、今の組合長と一緒でございま

すけれども、こういうのを広域行政に持っていく必要があるんだというふうにたびたび申

し上げておきましたが、多分谷浅見あたりの信号へ来ると忘れてしまったのかと、こうい

うふうに思う次第でございます。 

 地方公共団体というのは一体どういうところ、広域行政事務組合というのは、どういう

立場にあるんだというのを御説明させていただきますけれども、地方公共団体というのは、

普通地方公共団体というもの、これが都道府県とか市町村、特別地方公共団体というのは

特別区、あと地方公共団体の組合、ここと同じですね。そして、財産区、こういうことに

なっておりますので、地方公共団体、独立行政法人というのもありますが、地方公共団体

の中に当組合は入っている。そして、そうであれば、やはりこういう速やかな計画を立て

る、こういうのが当たり前の話ですね。条例でエレベーターが必要だから、条例で書いて

あるからエレベーターをつくるんだと言った組合とすれば、こういうのは当たり前に、ス

ムーズにやらなきゃならないであろうと、こういうふうに思いますけれども、今の話を聞

いて、組合長、どのようにお考えですか。 

 

○議長（佐藤昇市）  組合長。 

 

○組合長（大谷範雄）  御指摘の趣旨は十分理解いたします。言われる前から、そうい

ったところで、たびたび市議会において渋井議員からは御質問いただきながら市は取り組

んできたつもりでございますが、そういう中で、広域にも当然それは波及させるべきとい

う御質問をいただきましたことも事実でございます。決して、そのことを周辺の交差点あ

たりで忘れたわけではございません。 

 しかしながら、広域組合、那珂川町との連携事業でやっておりますから、そういった那

珂川町の意見というか、そこの協議も必要でございましたので、そういったところでちょ

っと手間取ったということはございますが、改めて、新年度に向けてその事業が取り組め

るよう、今鋭意努力しているところでございますので、ぜひ御理解いただきたいと、この

ように思っています。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  それでは、具体的に言うと、どのようなところを取り組んでい
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ただけるのか、わかっていれば教えていただきたいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  その取り組みですけれども、現在考えているものといたしま

しては、那須南病院のごみの収集運搬業務、その中の一部を委託できないかということで

今進めているところでございます。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  ごみの収集業務は、総予算は幾らになりますか。 

 

○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  ２９年度、病院のほうで考えております予算ですけれども、

２８３万９,０００円を見込んでおります。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  その中で、幾らが障害者の調達計画になるんでしょうか。 

 

○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  その中で、ごみの中の資源物を考えているところでございま

すけれども、量的には６％程度の数量ということで聞いておりますので、２３０万円の６％、

単純に計算しますと、１０万円から１５万円程度ということになろうかと思っております。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  私が確認をしているところでおきますと、まず車が月２台でや

ると。そうすると、２４回行くのかと思います。そうすると、１回行くと１０万円程度で

は５,０００円ぐらいかというので、ちょっと足りないように個人的には思いますけれども、
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その辺、よく事業者と詰めていただいて、しっかりした予算を組んでもらわなきゃいけな

い。予算を組むときは、当然業者さんから見積もりをとったり設計をしたりして、幾らな

んだというのを把握して予算を出すと思うんですけれども、そういうのができていないん

じゃないかと思うんですが、それはいかがですか。どういう予算の組み方をしたのか。 

 

○議長（佐藤昇市）  管理課長。 

 

○管理課長（小林貞大）  予算を見積もるに当たりましては、担当者会議のほうで、新

規事業については２者以上の見積もりをなるべくとるようにという指示をしているところ

でございますが、特殊性によりましては１者でも予算要求を認めるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  じゃあ、これから障害者の施設と話をする場合には、これは特

別枠ですから、しっかりと、きちんと仕事ができるような形でやっていただかないと、障

害者の方が仕事をやったって赤字になっちゃいましたというのでは、これは話が本末転倒

になりますので、この辺のところをしっかり対応をしていただきたいと、こういうふうに

思いますけれども、いかがですか。 

 

○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  そのようなことで、これから新たに始めるわけでございます

ので、しっかりと対応させていただきたいと考えております。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  そうしますと、まだ正式にはできていないんですけれども、調

達方針を今後作成するということだと思います。そして、調達目標というか金額もこれか

らしっかり策定すると、こういうことなのかと思います。そうすると、いつごろそれがで

きるんでしょうか。 
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○議長（佐藤昇市）  事務局長。 

 

○事務局長（川俣秀夫）  今年度中には方針を定めまして、新年度、速やかに対応でき

るように今準備を進めているところですので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  それでは、急いでもお仕事をするのは２９年度からということ

でございますので、障害者施設とよく相談をしていただきながら、しっかり調達方針を決

めていただいて、やっていただくようお願いをしたいと思います。 

 また、さまざまな、そればかりじゃなくて、病院の一般廃棄物の収集運搬だけじゃなく

て、もっと別なところもあれば、しっかりと対応をしていただければと、こういうふうに

思います。障害者の施設にこういう仕事ができないか、ああいう仕事ができないかといっ

たのは、今ここにもおりますが、渡辺、沼田、小森、渋井、久保居、髙徳、そして平塚と、

各議員が障害者施設を回りまして、どんな仕事ができるんだと一生懸命相談をして、しっ

かりつくり上げたものなんです。そうならば応援しようとやってきているものですから、

ぜひともしっかりと対応をお願いしたいということで、１つ目の国等による障害者優先調

達推進法についての質問を終わります。 

 次に、２点目でございますけれども、ＥＳＣＯ事業についてでございます。組合長から

もきちんと御説明をいただきました。２つの方式がありまして、片方はお金を自ら用意す

る方式というものと、あとはお金を事業者が用意する方式というＥＳＣＯ事業がございま

す。 

 やはり組合長おっしゃるように、小さい施設におきましては、なかなかエネルギーの効

率が悪いということで進まないということもあるんですけれども、ちっちゃなＥＳＣＯ事

業というものも最近出てきておりまして、ただ、那須南病院に向いているか向いていない

かというのはわからないところなんですけれども、ＥＳＣＯ事業の市場動向というのを見

てみました。市場動向という中に対象施設というのがありまして、デパートやスーパーが

３１.３％、事務所・ビルが１９.７％で、病院というのが１４.８％なんですね。病院とい

うのは、多分２４時間エネルギーを使うものですから、こういう事業の対象としてはなり

やすいのかと思います。 

 先ほど、がんセンターという話もございまして、栃木県内でもそういう実績がございま

す。ただ、ちょっとがんセンターよりは小さいんですけれども、やっぱり今の時代は民間
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の知恵や民間のお金を利用するんだということで、組合長は常々お話をいただいていると

ころでございますが、もう一度リース事業にしても、こういうＥＳＣＯ事業にしても、し

っかり調査をして臨んでもらうということが必要ではないのかと思います。 

 それで、１つ、エネルギー、先ほど予算の中で出ましたけれども、大体那須南病院の電

気代が４,３４４万円、燃料が１,４５１万１,０００円の予算です。５,７９５万１,０００

円が総額のエネルギーの予算になるのかと思っております。だから、それなりに大きなエ

ネルギーを使っているんだというところなのかと思います。 

 それだけじゃなくて、まずＬＥＤのリース事業といったものもございます。ＬＥＤのリ

ース事業は、当然リースですから、リースが終わったら持っていかれるというのではなく

て、リースが終わったら置いていきますよという契約のリース事業もございますので、Ｅ

ＳＣＯ事業に限らず検討をしてもらえばいいのかと思うんです。 

 特に、そういうリース事業だと、例えば那須南病院の、斎場あたりなんかもそれで使え

るのではないのかと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

○議長（佐藤昇市）  組合長。 

 

○組合長（大谷範雄）  南那須広域の那須南病院の中で、そういった施設の燃料費に多

額の費用がかかっておりまして、そういったことについては、構成する市町とも財政状況

が大変厳しい状況にあるわけでございますから、そういった意味では民間の活力なり、こ

ういった有利な事業を展開しながら経費削減に努めるというのは同感でございます。 

 したがって、先ほど御指摘のように、こういったＥＳＣＯ事業、あるいはリース、ある

いはもろもろの民間活力を活用した、そのようなことについては、前向きに調査研究をし

てまいりたいと思います。 

 その中で、ＥＳＣＯ事業については、県立がんセンターのほうには効果等があるわけで

ございますけれども、県立がんセンターはＥＳＣＯ事業による省エネの効果というのは、

一次エネルギーの削減効果が２１.５％と出ているんです。そして、ＣＯ２削減効果は３６.

６、これを取り入れたことによって、そういった実績を上げている。そして、光熱費その

ものが２４.８％、４分の１削減されたという効果が出ているんです。ということは、やは

りＥＳＣＯ事業については、大変メリットが大きいなと私は考えています。 

 そのようなところから、那須南病院については、先ほど御指摘ありましたように、そう

いった改修時期にあわせて、こういった事業を取り組むとかなり効果が、倍増するのでは

ないかというふうに考えておりますので、それに向けた調査研究を進めてまいりたい、こ
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のように思います。 

 

○議長（佐藤昇市）  １０番、渋井由放議員。 

 

○１０番（渋井由放）  １００点満点の答弁をいただきましたので、これで一般質問を

終了いたしますけれども、日々の法律の流れや日々のさまざまな政策の流れ、これを早く

つかんで、できるだけ効率いい事務組合の運営を目指して皆さんに頑張っていただきたい

と思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

○議長（佐藤昇市）  以上で１０番、渋井由放議員の質問が終わりました。 

 これで一般質問は終わります。 

 以上で今期定例会に付議された案件は全て終了いたしました。本日の会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成２９年第１回南那須地区広域行政事務組合議会定例会を閉会い

たします。大変御苦労さまでした。 

 

[ 午後１時４１分閉会 ] 

 


